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  令和４年３月31日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第17号 

   民生委員の定数を定める規則の一部を改正する規則 

民生委員の定数を定める規則（平成26年静岡県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

民生委員の定数を定める条例（平成26年静岡

県条例第16号）第２条の規定により規則で定め

る民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市

町の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

定数とする。 

市 町 定 数 

沼津市 372人 

（略） 

富士宮市 253人 

（略） 

富士市 434人 

磐田市 330人 

焼津市 252人 

（略） 

御殿場市 153人 

袋井市 151人 

（略） 

東伊豆町 41人 

（略） 

長泉町 90人 

（略） 

吉田町 54人 

（略） 
 

民生委員の定数を定める条例（平成26年静岡

県条例第16号）第２条の規定により規則で定め

る民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市

町の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

定数とする。 

市 町 定 数 

沼津市 373人 

（略） 

富士宮市 254人 

（略） 

富士市 439人 

磐田市 327人 

焼津市 251人 

（略） 

御殿場市 155人 

袋井市 153人 

（略） 

東伊豆町 40人 

（略） 

長泉町 95人 

（略） 

吉田町 55人 

（略） 
 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

 この規則は、令和４年12月１日から施行する。 


